
Press Release 
令和２年(2020年) ４月 ３日 

総合政策部 地域創生推進課 

地域エネルギー室 

■趣旨・目的 

湖南市では、市及び湖南市商工会等計８者で地域新電力事業を行う「こなんウルトラパワ

ー株式会社」を設立し、市公共施設や市内企業等に電力の供給や市内中学校体育館への

LED照明化等省エネルギーサービス事業等を展開しています。 

昨年度、自治体新電力会社では全国で初めてとなるグリーンボンドの手法を活用し、公

共施設の LED化や太陽光パネルの設置等再生可能エネルギー導入事業を実施しました。 

今回、第２号となるグリーンボンドを活用し、LED 照明化等を、市内小学校及び竜王町の

小学校と図書館で省エネサービス事業を展開します。 

 

■こなんウルトラパワー株式会社グリーンボンド２号概要 

名称 こなんウルトラパワーグリーンボンド２号 

発行体 こなんウルトラパワー株式会社 

発行額 ６，０００万円（私募） 

R＆Ī グリーンボンドアセスメント GA１（本評価） 

発行日 ２０２０年 ３月２５日 

発行年限 １５年 

 

■竜王町での省エネサービス事業 

   
竜王西小学校 体育館の LED化          竜王西小学校 中庭の外灯 LED化 

 

 

■問い合わせ 担当課名：総合政策部 地域創生推進課 地域エネルギー室 

担当者名：池本  （直通） 0748-71-2302   （FAX） 0748-72-2000 

※17時 15分以降は、0748-72-1290までお問い合わせください。 

 〒520-3288 

滋賀県湖南市中央一丁目１番地 

湖南市役所 秘書広報課 

TEL 0748-71-2314 FAX 0748-72-1467 

グリーンボンドを活用した省エネルギーサービス事業の広域連携の取組

について 

新エネルギー財団会長賞 

新エネ大賞 

市民共同発電事業と地域新電力事業の 
相乗効果による新たな普及促進の取組み 

広域連携の取組で

の省エネサービス

事業実施 



グリーンボンドとは 

企業や地方自治体等が、国内外のグリーンプロジェクトに要する資金を調達するために発

行する債券をグリーンボンドと呼びます。 
 

主な特徴 

①調達資金の使途がグリーンプロジェクトに限定される。 

②調達資金が確実に追跡管理される。 

③それらについて発行後のレポーティングを通じ透明性が確保される。 

 

主なグリーンボンドの発行主体 

①自らが実施するグリーンプロジェクトの原資を調達する一般事業者 

（専らグリーンプロジェクトのみを行う SPC を含む。） 

②グリーンプロジェクトに対する投資・融資の原資を調達する金融機関 

③グリーンプロジェクトに係る原資を調達する地方自治体 

 

主なグリーンボンドへの投資家 

①*ESG 投資を行うことを表明している年金基金、保険会社などの機関投資家 

②ESG 投資の運用を受託する運用機関 

③資金の使途に関心を持って投資をしたいと考える個人投資家 

 

*ESG 投資環境：（environment）、社会（social）、企業統治（governance）に配慮している企業を重

視・選別して行う投資 

グリーンボンド発行の一般的スキーム 

グリーンボンド発行における一般的なスキームは以下の通りです。発行体と投資家、アレ

ンジャーに加えて、環境性に関する外部レビュー機関が関与する部分が通常の債券と異な

る部分です。 

【参照】環境省 グリーンボンド発行促進プラットフォーム http://greenbondplatform.env.go.jp/ 

 

 

 

http://greenbondplatform.env.go.jp/


【R&Iグリーンボンドアセスメント】 

こなんウルトラパワー株式会社 

こなんウルトラパワーグリーンボンド2号 ：GA1 本評価 

：セカンドオピニオン 

（セカンドオピニオンとは、グリーンボンド原則等への適合性に関する意見です。） 

 

【概要】 

 こなんウルトラパワーは滋賀県湖南市に2016年5月に設立された官民出資型の地域新電

力事業者。「湖南市地域自然エネルギー地域活性化戦略プランに掲げる基本方針」に掲げ

られた、エネルギー・経済の循環による地域活性化、自立分散型のエネルギー確保、地球

温暖化防止への貢献――を実現することを事業目的として電力供給を中心としたエネルギ

ー事業を展開している。 

今般グリーンボンドを発行して、湖南市と隣接する竜王町の2市町が保有する小学校と図

書館のエネルギー効率化事業（ESCO事業）に要する資金を調達する。グリーンボンド原則

に定められる4要件（調達資金の使途、プロジェクトの評価と選定のプロセス、調達資金の管

理、レポーティング）に対応したグリーンボンドフレームワークを策定した。 

 

【R&Iグリーンボンドアセスメント】 

R&Iは、R&Iグリーンボンドアセスメントに定める評価方法に従い、グリーンボンドの調達資

金が環境問題の解決に資する事業に投資される程度が非常に高いと判断し、GA1（本評

価）を付与した。 

 

【グリーンボンド原則等に適合する旨のセカンドオピニオン】 

フレームワークがグリーンボンド原則2018及び環境省のグリーンボンドガイドライン2017 

年版に則ったものである旨のセカンドオピニオンを提供する。 
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